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事業活動報告書

6 4 1年 月 日

日7 3 31年 月

特定非営利活動法人　館林ジョイスポーツクラブ

群馬県館林市新宿二丁目6番10号

自

至

令和

令和



特定非営利活動法人　館林ジョイスポーツクラブ

貸 借 対 照 表

令和  7 年  3 月 31 日現在
単位 円

資 産 の 部

【         】流 動 資 産

現 金 及 び 預 金 595,295

流 動 資 産 合 計 595,295

資 産 の 部 合 計 595,295

負 債 の 部

純 資 産 の 部

【         】正 味 財 産

繰 越 収 支 差 額 595,295

正 味 財 産 合 計 595,295

正味財産の部合計 595,295

負債及び正味財産合計合計 595,295



特定非営利活動法人　館林ジョイスポーツクラブ

損 益 計 算 書

自 令和  6 年  4 月  1 日

至 令和  7 年  3 月 31 日
単位 円

【         】純 売 上 高

事 業 収 入 2,848,800

預 金 利 息 394 2,849,194

売 上 総 利 益 2,849,194

【                    】販売費及び一般管理費

諸 謝 金 2,330,146

教 室 運 営 費 31,690

スポーツ用具費 5,996

旅 費 交 通 費 33,072

保 険 料 102,630

通 信 費 等 179,250

事 務 委 託 費 99,000

印 刷 製 本 費 72,050 2,853,834

営 業 損 失 4,640

【           】営 業 外 収 益

雑 収 入 20,000 20,000

経 常 収 支 差 額 15,360

税引前収支差額 15,360

収 支 差 額 15,360



特定非営利活動法人　館林ジョイスポーツクラブ

自 令和  6 年  4 月  1 日　至 令和  7 年  3 月 31 日 単位 円

株主資本等変動計算書

株主資本
利益剰余金

その他利益剰余金
純資産合計

合計
株主資本

合計
利益剰余金

繰越収支差額

579,935579,935579,935579,935当期首残高
1 1

当期変動額
1 1

15,36015,36015,36015,360当期純損益金
1 1

15,36015,36015,36015,360当期変動額合計
1 1

595,295595,295595,295595,295当期末残高
1 1



上記の通りご報告申し上げます。

令和  7 年  3 月 31 日

特定非営利活動法人　館林ジョイスポーツクラブ

理 事 井　出　康　弘


